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○ 総 務 省 令 第 百 十 三 号  
電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 及 び 無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 二 年 十 二 月 十 日  

総 務 大 臣  武 田  良 太  

電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  
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改 正 後 改 正 前 
（ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の と お り 定 め る 。 第 六 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ４ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 四 略 ］  ［ 一 ～ 四 同 上 ］  

五 一 、 八 九 三 ・ 六 五 ㎒ 以 上 一 、 九 〇 五 ・ 九 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 、 一 、 八 九 三

・ 六 五 ㎒ 及 び 一 、 八 九 三 ・ 六 五 ㎒ に 三 〇 〇 ㎑ の 整 数 倍 を 加 え た も の 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六

㎒ 以 上 一 、 九 〇 四 ・ 二 五 六 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 及 び 一

、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ に 一 、 七 二 八 ㎑ の 整 数 倍 を 加 え た も の 又 は 一 、 八 九 一 ㎒ 、 一 、 八 九 七

・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 一 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 、 一 、 九 〇 一 ㎒ 若 し く は 一 、 九 一 四 ・ 一 ㎒

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 空 中 線 電 力 が 二 四 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に

告 示 す る 電 波 の 型 式 及 び 用 途 に 適 合 す る も の （ 以 下 「 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 」

と い う 。 ） 

五 一 、 八 九 三 ・ 六 五 ㎒ 以 上 一 、 九 〇 五 ・ 九 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 、 一 、 八 九 三 ・

六 五 ㎒ 及 び 一 、 八 九 三 ・ 六 五 ㎒ に 三 〇 〇 ㎑ の 整 数 倍 を 加 え た も の 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 以

上 一 、 九 〇 四 ・ 二 五 六 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 で あ つ て 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 及 び 一 、 八 九

五 ・ 六 一 六 ㎒ に 一 、 七 二 八 ㎑ の 整 数 倍 を 加 え た も の 又 は 一 、 八 九 七 ・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 一

㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 若 し く は 一 、 九 〇 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 空 中 線 電 力 が 二 四 〇

ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 波 の 型 式 及 び 用 途 に 適 合 す る も の （ 以

下 「 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 」 と い う 。 ） 

［ 六 ～ 十 一 略 ］ ［ 六 ～ 十 一 同 上 ］ 

第 六 条 の 二 の 四 法 第 四 条 の 二 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 で あ つ て

、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の と す る 。 

第 六 条 の 二 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 で あ つ て 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 以 上 一 、 九 〇 四 ・ 二

五 六 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の う ち 、 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 及 び 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ に 一 、 七 二

八 ㎑ の 整 数 倍 を 加 え た も の 並 び に 一 、 八 九 七 ・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 及 び 一 、 九 〇 一 ㎒

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 一 、 四 〇 〇 ㎑

の も の に 限 る 。 ） 並 び に 一 、 八 九 一 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 一 ㎒ 及 び 一 、 九 一 四 ・ 一 ㎒ の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 五 、 〇 〇 〇 ㎑ の も の に

限 る 。 ） 

三 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 で あ つ て 、 一 、 八 九 七 ・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 及 び 一

、 九 〇 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 一 、

四 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） 並 び に 一 、 八 九 九 ・ 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無

線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 五 、 〇 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） 

［ 四 略 ］ ［ 四 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 付 し た 規

定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い

な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改 正 後 改 正 前 
（ 混 信 防 止 機 能 ） （ 混 信 防 止 機 能 ） 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止 機 能 は 、 次 の と

お り と す る 。 

第 九 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 五 略 ］  ［ 一 ～ 五 同 上 ］  

六 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 六 ［ 同 上 ］  

［ イ 略 ］  ［ イ 同 上 ］  

ロ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 （ 施 行 規 則 第

六 条 第 四 項 第 五 号 に 規 定 す る 無 線 局 の う ち 、 一 、 八 九 七 ・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 及 び

一 、 九 〇 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値

が 一 、 四 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） 並 び に 一 、 八 九 一 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 一 ㎒ 及 び 一 、 九 一

四 ・ 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 五

、 〇 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第

二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 機 能 

ロ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 （ 施 行 規 則 第

六 条 第 四 項 第 五 号 に 規 定 す る 無 線 局 の う ち 、 一 、 八 九 七 ・ 四 ㎒ 、 一 、 八 九 九 ・ 二 ㎒ 及 び

一 、 九 〇 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値

が 一 、 四 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） 並 び に 一 、 八 九 九 ・ 一 ㎒ の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の （ そ の 無 線 設 備 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 五 、 〇 〇 〇 ㎑ の も の に 限 る 。 ） を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に つ い て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 機 能 

［ 七 ～ 十 二 略 ］ ［ 七 ～ 十 二 同 上 ］ 

（ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

送 信 設 備 

許 容 偏 差 

上 限 （ パ ー セ

ン ト ） 

下 限 （ パ ー セ

ン ト ） 

［ 一 ～ 十 六 略 ］ 

十 七  時

分 割 ・

直 交 周

波 数 分

割 多 元

接 続 方

式 又 は

時 分 割

・ シ ン

グ ル キ

ャ リ ア

次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

［ （
一
）

・ （
二
）

 略 ］ 

（
三
）

 第 四 十 九 条 の 八 の 二 の

三 に お い て 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 時 分

割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元

接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド

［ 略 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 略 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送 信 設 備 

許 容 偏 差 

上 限 （ パ ー セ

ン ト ） 

下 限 （ パ ー セ

ン ト ） 

［ 一 ～ 十 六 同 上 ］ 

十 七  ［

同 上 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

［ （
一
）

・ （
二
）

 同 上 ］ 

（
三
）

 第 四 十 九 条 の 八 の 二 の

三 に お い て 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 時 分

割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元

接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド

［ 同 上 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 同 上 ］ 
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周 波 数

分 割 多

元 接 続

方 式 広

帯 域 移

動 無 線

ア ク セ

ス シ ス

テ ム の

無 線 局

、 高 度

Ｍ Ｃ Ａ

陸 上 移

動 通 信

を 行 う

無 線 局

及 び 時

分 割 ・

周 波 数

分 割 多

元 接 続

方 式 デ

ジ タ ル

コ ー ド

レ ス 電

話 の 無

線 局 の

送 信 設

備 

レ ス 電 話 の 子 機 （ 時 分 割

・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ

ス 電 話 の 無 線 局 の う ち 、

時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ

ー ド レ ス 電 話 の 親 機 （ 時

分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多

元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー

ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の う

ち 、 主 と し て 同 一 の 構 内

又 は そ れ に 準 ず る 場 所 と

し て 列 車 内 、 船 舶 内 及 び

航 空 機 内 に お い て 固 定 し

て 使 用 さ れ る も の を い う

。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の も

の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 送 信 設 備 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 十 八 ～ 二 十 略 ］  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レ ス 電 話 の 子 機 （ 時 分 割

・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ

ス 電 話 の 無 線 局 の う ち 、

時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ

ー ド レ ス 電 話 の 親 機 （ 時

分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多

元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー

ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の う

ち 、 主 と し て 同 一 の 構 内

に お い て 固 定 し て 使 用 さ

れ る も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 以 外 の も の を い う

。 以 下 同 じ 。 ） の 送 信 設

備 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 十 八 ～ 二 十 同 上 ］  
 

［ ２ ～ ４ 略 ］  ［ ２ ～ ４ 同 上 ］  

（ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 二 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設

備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 二 ［ 同 上 ］  

［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］  

２ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機 の 無 線 設 備 は 、 前 項 に 規 定 す る 条

件 の ほ か 、 二 以 上 の 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機 相 互 間 で 行 わ

れ る 無 線 通 信 で あ つ て 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 親 機 を 介 さ な

い 無 線 通 信 を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

２ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機 の 無 線 設 備 は 、 前 項 に 規 定 す る 条

件 の ほ か 、 二 以 上 の 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機 （ 同 一 の 時 分 割

多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 親 機 の 識 別 符 号 を 記 憶 し て い る も の に 限 る 。 ）

相 互 間 で 行 わ れ る 無 線 通 信 で あ つ て 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 親

機 を 介 さ な い 無 線 通 信 を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 総 務 大 臣

が 別 に 告 示 す る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
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一 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 、 一 、 八 九 七 ・ 三 四 四 ㎒ 、 一 、 九 〇 二 ・ 五 二 八 ㎒ 又 は 一 、 九 〇 四

・ 二 五 六 ㎒ の い ず れ か の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る こ と 。 

一 一 、 八 九 五 ・ 六 一 六 ㎒ 又 は 一 、 八 九 七 ・ 三 四 四 ㎒ の い ず れ か の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る こ

と 。 

二 同 一 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し た 通 話 時 間 は 、 最 大 三 〇 分 で あ る こ と 。 二 通 話 時 間 は 、 最 大 三 〇 分 で あ る こ と 。 

三 通 話 終 了 後 、 当 該 通 話 に 要 し た 時 間 の 九 十 分 の 一 以 上 （ 最 低 二 秒 と す る 。 ） 電 波 の 発 射

を 停 止 す る も の 又 は 当 該 通 話 に 使 用 し た 周 波 数 以 外 の 周 波 数 で 電 波 を 発 射 す る も の で あ る

こ と 。 

三 通 話 終 了 後 、 当 該 通 話 に 要 し た 時 間 の 九 十 分 の 一 以 上 （ 最 低 二 秒 と す る 。 ） 電 波 の 発 射 を

停 止 す る も の で あ る こ と 。 

（ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 三 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線

局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 三 ［ 同 上 ］  

一 一 般 的 条 件 一 ［ 同 上 ］  

［ イ 略 ］ ［ イ 同 上 ］ 

ロ 空 中 線 系 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 ま た 、 高

周 波 部 及 び 変 調 部 が 別 の 筐 体 に 収 め ら れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 送 信 装 置 と し て の 同 一

性 を 維 持 で き る 措 置 が 講 じ ら れ て お り 、 か つ 、 そ れ ぞ れ が 容 易 に 開 け る こ と が で き な い

こ と 。 

ロ 空 中 線 系 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 

［ ハ ～ ホ 略 ］  ［ ハ ～ ホ 同 上 ］  

［ 二 略 ］  ［ 二 同 上 ］  

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

［第１～第58 略］ ［第１～第58 同左］ 

第59 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の

占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

第59 ［同左］ 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ 1,891.0MHz、1,899.1MHz及び1,914.1MHzの周波数の電波を使用するもの 5,000kHz ２ 1,899.1MHzの周波数の電波を使用するもの 5,000kHz 

［第60～第76 略］ ［第60～第76 同左］ 

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

［１～51 略］ ［１～51 同左］ 

52 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不

要発射の強度の許容値は、２(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおり

52 ［同左］ 
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とする。 

［（1） 略］ ［（1） 同左］ 

（2） 帯域外領域における不要発射の強度の許容値 （2） ［同左］ 

［ア 略］ ［ア 同左］ 

イ 占有周波数帯幅の許容値が5,000kHzのもの イ ［同左］ 

［（ア）～（エ） 略］ ［（ア）～（エ） 同左］ 

（オ） （ア）から（エ）までの規定にかかわらず、1,875MHzを超え1,880MHz以下の

周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が子機にあつては－

36dB以下の値 

［新設］ 

（カ） （ア）から（エ）までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz

以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz

以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が－12dB以下の値 

（オ） （ア）から（エ）までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz

以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの

帯域幅における平均電力が－12dB以下の値 

（キ） （ア）から（エ）までの規定にかかわらず、1,906.9MHzを超え1,907.9MHz以

下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつて

は－36dB以下、子機にあつては－25dB以下の値 

［新設］ 

（ク） （ア）から（エ）までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,925MHz以下の

周波数帯においては、任意の5MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては－

33dB以下、子機にあつては－18dB以下の値 

［新設］ 

［53～67 略］ ［53～67 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電

話 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 に 係 る 電 波 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規

定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基

準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も な お 効 力 を 有 す る 。  

３  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電

話 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と

が で き る 。 

 

 

 

 


